
地方創生テレワーク推進運動A c t i o n 宣言
当社は、地方創生テレワーク推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取組むことを宣言します。

地方創生テレワークの必要性・メリットを企業のトップや経営層が理解のうえ、取組を推進します。

地方創生テレワークに取組むための体制や取組方針等を整備し、

企業のトップや経営層のコミットメントの下、社内での価値観の共有に取組みます。

取 組 方 針

 地方創生テレワークの推進に当たり、関連するガイドラインやチェックリスト、マニュアル等を参照し、諸制度の整備に努めます。

取 組 に 向 け た 諸 制 度 整 備

 地方創生テレワークの推進に当たり、コンプライアンスの遵守に努めます。

法 令 遵 守

取 組 内 容

取 組 項 目

服部社会保険労務士事務所
代表　服部 真奈

日付　２０２３年５月３０日

【２】地方人材の採用・育成 【５】ワーケーション推進

ワーケーションの推進を積極的に行います。働き方改革の一環として、労働者の生産性向上とメンタルヘルスの維持を目指します。

テレワークと休暇を組み合わせたワーケーション制度を導入し、社員がリフレッシュしながら働ける環境を提供します。

地方の魅力を活かした働き方を推奨し、地方創生に貢献するとともに、多様な働き方と地域活性化を実現します。ワーケーションに

より、地域と企業、労働者が共に成長し、持続可能な社会を築くことを目指してまいります。


